
■日 時 令和４年７月１日（金） 

■場 所 市民センター４０１室 

芦屋市自治会連合会 

令和４年度（第４９回）

芦屋市自治会連合会総会

議 案 書



芦屋市民憲章 

 わたくしたち芦屋市民は、国際文化住宅都市の市民である誇りを持って、わ

たくしたちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために、市民の守るべき規範

として、ここに憲章を定めます。

この憲章は、わたくしたち市民のひとりひとりが、その本分を守り、他人に

迷惑をかけないという自覚に立って互いに反省し、各自が行動を規律しようと

するものであります。

１ わたくしたち芦屋市民は、文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は、自然の風物を愛し、まちを緑と花でつつみまし

ょう。

１ わたくしたち芦屋市民は、青少年の夢と希望をすこやかにそだてましょ

う。

１ わたくしたち芦屋市民は、健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は、災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょ

う。



令和４年度

芦屋市自治会連合会総会

次 第 

１ 開 会

２ 市長・会長感謝状贈呈

３ 会 長 あ い さ つ

４ 来 賓 祝 辞

５ 議 長 選 出

６ 議 事

第１号議案 令和３年度 事業報告について 

第２号議案 令和３年度 会計報告について 

第３号議案 令和３年度 会計監査報告について 

第４号議案 令和４年度 役員（案）について 

第５号議案 令和４年度 基本方針(案)及び事業計画(案)について 

第６号議案 令和４年度 予算(案)について 

７ 閉 会
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令和４年度 町内自治組織功労者の表彰 
＜順不同・敬称略＞ 

１ 町内自治組織功労者 市長感謝状 受賞者 

橋本
はしもと

 明美
あ け み

〈朝日ケ丘町自治会〉 

法兼
のりかね

 茂子
し げ こ

〈宮塚町自治会〉 

吉野
よ し の

 哲夫
て つ お

〈津知町自治会〉 

石川
いしかわ

 雄之
ゆ う の

助
すけ

〈伊勢町自治会〉 

２ 芦屋市自治会連合会 会長感謝状 受賞者 

久保
く ぼ

 和永
や す え

〈東芦屋町自治会〉 ※会計・会計監査として活躍 

佃
つくだ

  康
やす

廣
ひろ

〈月若町内会〉 ※幹事、防災・防犯担当として活躍 

平光
ひらみつ

 知子
と も こ

〈若宮町自治会〉 ※副会長・会計監査として活躍 

宮崎
みやざき

 大介
だいすけ

〈茶屋之町自治会〉 ※清掃活動において貢献 

的
まと

野
の

 和恵
か ず え

〈大桝町自治会〉 ※班長、福祉委員として活躍 

西原
にしはら

 美津夫
み つ お

〈松浜町自治会〉 ※美化推進委員、防災委員として活躍 

山口
やまぐち

 能
よし

成
なり 〈アステム芦屋Ａ・Ｂ棟

管理組合〉 

※アステム芦屋Ａ・Ｂ棟 

修繕計画検討委員長として活躍 

３ 兵庫県自治賞 受賞候補者 

山村
やまむら

 利
とし

勝
かつ

〈東芦屋町自治会〉 

藤井
ふ じ い

 順子
じゅんこ

〈高浜町１番住宅自治会〉 
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＜第 1 号議案＞ 

令和３年度 芦屋市自治会連合会 事業報告 
(令和３年４月１日～令和４年３月３１日) 

１．会議の開催 

【芦屋市自治会連合会の会議】 

(１) 役員会 

第１回 5 月 26 日(水)  

第２回 12 月 20日(月) ※内容は芦屋市自治会連合会ホームページをご覧下さい。

(２)理事会 

第１回 1 6 月 24 日(木) ① 令和３年度芦屋市自治会連合会総会及び総会資料について

第２回 11 月 26 日(金) ① 令和３年度まちづくり懇談会について 

  ② 芦屋市制施行８０周年記念に伴う団体表彰について 

  ③ JR 芦屋駅南地区まちづくりシンポジウムの開催結果につい

て 

  ④ 役員改選について 

  ⑤ まちづくり懇談会の開催方法について 

(３)分科会 

■11 月 21 日（日）  JR 芦屋駅南地区まちづくりシンポジウム

(４)その他 

■5月 26 日（水） 顕彰委員会 

内  容：(1)芦屋市長感謝状 候補者選考 

(2)芦屋市自治会連合会会長感謝状 候補者選考 

(3)兵庫県自治賞 候補者選考 

■5月 26 日（水） 会計監査 

内  容：令和２年度会計（収入・支出）の監査 

■6月 17 日（木） 総 会 《書面決議》 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

～7月 31 日（土） 内  容：(1)令和２年度事業報告について

(2)令和２年度会計報告について 

(3)令和２年度会計監査報告について 

(4)令和３年度基本方針(案)及び事業計画(案)について 

(5)令和３年度予算(案)について 

(6)芦屋市自治会連合会規約（案）について 

  第３条第２項改正 

  第７条第２号、第３号改正 

■11 月 26 日（金）   まちづくり懇談会（再質問含む） 

 ～12 月 17 日（金） 《書面開催》新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

※内容は芦屋市自治会連合会ホームページをご覧下さい。 
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２．令和３年度 芦屋市自治会連合会 協賛事業報告 

実績なし 

３．令和３年度事業計画に基づく事業報告 

１. 組織の活性化 

（ア）ブロック会を再編 

（イ）会員から広く意見を求め、参画、協働 

（ウ）自治連ホームページで情報公開を徹底 

２. 自治会活動の支援 

（ア）自治会育成事業補助の充実、拡大方向で検討 

３. まちづくり懇談会 

（ア）市民と行政が協調しまちづくりを進める機会に進化 

（イ）市長、議会と意見交換、懇談会を企画 

４. 附属機関等委員会委員を公募 

（ア）市の政策企画推進に広く自治連会員から適任者を推薦 

５. 心ふれあうまちづくり 

（ア）子育て世代支援、青少年の健全育成に協力 

（イ）高齢者対策の推進に協力 

（ウ）地域福祉の育成に協力 

（エ）芦屋さくらまつり、あしや秋まつり協賛 

６. 安全なまちづくり 

（ア）交通安全運動に協賛 

（イ）防犯、防災会議、行事に協働 

７. 他団体と連携 

（ア）兵庫県阪神南県民センターと連携 

（イ）生活安全推進連絡会に参画 

８. 地域貢献者の表彰 

（ア）優秀活動自治会表彰設置に向け検討 

（イ）自治会連合会感謝状の贈呈 

（ウ）自治賞（知事名）の推薦 
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＜第 ２ 号議案＞

令和３年度 会計報告 
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

［収入の部］ (単位 円)

費  目 予算額 決算額 摘      要 

会  費 243,000 243,000 ＠3,000 円×81 組織 

運営補助金 395,000 395,000
芦屋市補助金 

(自治会連合会運営補助) 

雑 収 入 200 18,143 預金利息、令和元年度収入未計上額等 

繰 入 金 0 0

繰 越 金 926,797 926,797 前年度繰越金 

合 計 1,564,997 1,582,940
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[支出の部] (単位 円)

費 目 予算額 決算額 摘      要 

総 会 費 120,000 47,850 議案書印刷 

会 議 費 160,000 19,970 役員会、理事会、ブロック会助成金 

分科会運営費 30,000 8,230 JR 芦屋駅南地区まちづくりシンポジウム会場費

顕 彰 費 30,000 25,122 会長感謝状額縁、会長感謝状記念品等 

研修活動費 20,000 0

広 報 費 120,000 42,336
自治連ホームページドメイン及び 

レンタルサーバー更新代 

消 耗 品 費 30,000 21,120 封筒、電池代 

印 刷 費 5,000 65 育成事業ハガキ印刷代 

事 務 費 5,000 1,100 振込手数料 

通 信 費 120,000   92,990 郵便料 

分 担 金 30,000 0

予 備 費 894,997 0

合 計 1,564,997 258,783

【次年度繰越額】収入決算額－支出決算額 1,582,940 円－258,783 円＝ 1,324,157 円 
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令和３年度 自治会育成事業 特別会計報告 
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

［収入の部］   (単位 円)

費 目 
令和３年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額

交 付 金 340,000 88,000

自治会育成事業補助 

＠4,000 円×2回×8団体 

＠4,000 円×1回×6団体 

合 計 340,000 88,000

［支出の部］   (単位 円)

費 目 
令和３年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額

交 付 金 340,000 88,000

自治会育成事業補助 

＠4,000 円×2回×8団体 

＠4,000 円×1回×6団体 

合 計 340,000 88,000
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令和３年度 自治連事業積立 特別会計報告 
(令和３年４月１日～令和４年３月３１日)

［収入の部］   (単位 円)

費 目 
令和３年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 入 金 1,488,847 1,488,847

積 立 金 0 0

利 息 50 91 預金利息 

繰 越 金 0 0

合 計 1,488,897 1,488,938

［支出の部］   （単位 円）

費 目 
令和３年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 出 金 0 0

繰 越 金 1,488,897 1,488,938 次年度へ繰り越し 

合 計 1,488,897 1,488,938
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＜第 ３ 号議案＞

令和３年度 会計監査報告 

 令和３年度芦屋市自治会連合会の一般会計及び特別会計の収支につき、会計帳簿及び関係書

類を精査した結果、いずれも適正に処理されていることを認めます。 

 令和４年５月３１日 

監 査  

監 査  
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＜第 ４ 号議案＞ 

令和４年度 役員（案）
（任期：令和４年度総会承認後から２年間） 

□令和４年度 役員名簿 

[会  長]  天 井 裕 一  (月若町内会） 

[副 会 長]  吉 野 哲 夫  (津知町自治会） 

[副 会 長]  足 立 裕 一  (若葉町７番自治会） 

[書記・会計]  法 兼 茂 子  (宮塚町自治会） 

[監  査]  伊 丹 秀 幸  (翠ケ丘町自治会） 

[監  査]  石 川 雄之助  (伊勢町自治会） 

[幹  事]  公     募  （若干名） 

[理  事] 

ブロック 氏  名 組 織 名 

１ブロック 
天 井 裕 一 

樋 口 勝 紀 

月若町内会 

西山町自治会 

２Ａブロック 根 岸 綾 香 芦屋ハイランド自治会 

２Ｂブロック 竹 内 安 幸 東山町自治会 

２Ｃブロック 小 坂 博 一 大原町自治会 

４ブロック 
浦 野 忠 昭 

伊 丹 秀 幸 

六麓荘町町内会 

翠ヶ丘町自治会 

５ブロック 未     定 未     定 

６Ａブロック 
髙 橋 洋 一 

助 野 光 男 

業平町自治会 

精道町自治会 

６Ｂブロック 
田 中   隆 

吉 野 哲 夫 

川西町自治会 

津知町自治会 

７ブロック 
藤 山   文 

石 川 雄之助 

浜芦屋町自治会 

伊勢町自治会 

８ブロック 段 谷 泰 孝 西蔵町自治会 

９Ａブロック 
大 永 順 一 

未     定 

高浜公社住民自治会 

未     定 

９Ｂブロック 
足 立 裕 一 

香 川 清 和 

若葉町七番自治会 

潮見町南地区自治会 

１０ブロック 未     定 未     定 
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＜第 ５ 号議案＞ 

令和４年度 基本方針（案） 

芦屋市自治会連合会は、自治会・町内会が地域コミュニティの核である

ことを再認識し、団体間での交流を促進することで、住みよいまちづくり

を目指します。 

芦屋もかつては地域に住む住民同士の交流が盛んに行われていました。

しかしながら、近年、地域での交流は希薄化が進んでいます。そのような

中で、令和元年頃からの新型コロナ感染症の流行により、人との交流機会

が制限され、地域内での関係性の希薄化にも拍車をかけました。 

「おはようございます」「こんにちは」こういった挨拶は地域の人たちが

声を掛け合い、交流する第一歩です。近隣の方同士「お互い様」の関係を 

構築できれば、住みよいまちづくりに繋がります。 

自治会組織同士においても同様です。まずは、近隣の自治会・町内会が

交流することで、地域の中だけでは解決できないような課題にも、知恵を

出し合い、協力して取り組めるような関係づくりを進めます。 

その取り組みの一つとして、芦屋市自治会連合会において、市内を１３

地域に分けて進めてまいりましたブロックの活動について、活性化を図り

ます。 

これまでの各ブロックの活動は、自治会連合会内での取り決め事項など

に関する情報の共有が主な機能でした。これからは、この場を情報の共有

だけでなく、交流できる一つのきっかけと捉え、各ブロックの活性化に取

り組みます。 

これらの取り組みを進めることで、地域活動の促進を図り、災害等、非

常時での「共助」の体制づくりを目指してまいります。 
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令和４年度 事業計画（案）

１ 組織の活性化 

(1) ブロック会の活性化 

(2) 理事会の活性化 

(3) 組織づくりの支援・手法の検討 

(4) ホームページの内容検討 

２ 自治会活動の支援 

(1) 自治会育成事業補助の実施 

(2) ブロック会事業補助の実施 

３ まちづくり懇談会 

(1) より効果的な会の開催手法を検討 

４ 附属機関等委員会委員を公募

(1) 市の政策企画推進に広く自治会連合会から適任者を推薦 

５ 心ふれあうまちづくり 

(1) 子育て世代支援、青少年の健全育成に協力 

(2) 高齢者対策の推進に協力 

(3) 地域福祉の育成に協力 

(4) 芦屋さくらまつり、あしや秋まつり協賛 

６ 安全なまちづくり 

(1) 交通安全運動に協賛 

(2) 防犯、防災会議、行事に協働 

７ 他団体と連携 

(1) 兵庫県阪神南県民センターと連携 

(2) 芦屋市生活安全推進連絡会に参画 

８ 地域貢献者の表彰 

(1) 自治会連合会感謝状の贈呈 

(2) 自治賞（知事名）の推薦
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＜第 ６ 号議案＞ 

令和４年度 予算（案）
(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

［収入の部］   (単位 円)

費   目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

会 費 243,000 243,000 ＠3,000 円×81 組織 

運営補助金 395,000 395,000
芦屋市補助金 

(自治会連合会運営補助) 

雑 収 入 200 18,143 預金利息等 

繰 入 金 0 0

繰 越 金 1,324,157 926,797

合 計 1,962,357 1,582,940
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［支出の部］    (単位 円)

費 目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

総 会 費 120,000 47,850 議案書印刷等 

会 議 費 200,000 19,970
理事会、役員会、ブロック会 

まちづくり懇談会等 

分科会運営費 30,000 8,230 分科会印刷代 

顕 彰 費 50,000 25,122 会長感謝状、記念品等 

研修活動費 150,000 0 研修会、施設見学会等 

広 報 費 180,000 42,336 ホームページ維持管理費等 

消耗品費 30,000 21,120 事務用品等 

印 刷 費 30,000 65 会議資料等 

事 務 費 10,000 1,100 振込手数料等 

通 信 費 180,000 92,990 自治連会員への郵便料等 

分 担 金 30,000 0 芦屋さくらまつり、あしや秋まつり協賛金 

予 備 費 952,357 0

合 計 1,962,357 258,783
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令和４年度 自治会育成事業 特別会計 予算（案） 
(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

［収入の部］   (単位 円)

費 目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 88,000
自治会育成事業補助 

＠1回 4,000 円 

合 計 340,000 88,000

［支出の部］   (単位 円)

費 目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 88,000
自治会育成事業補助 

＠1回 4,000 円 

合 計 340,000 88,000

令和４年度 自治連事業積立 特別会計 予算（案） 
(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

［収入の部］   (単位 円)

費 目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 入 金 1,488,938 1,488,847

積 立 金 0 0

利 息 50 91 預金利息 

繰 越 金 0 0

合 計 1,488,988 1,488,938

［支出の部］   （単位 円）

費 目 
令和４年度 令和３年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 出 金 0 0

繰 越 金 1,488,988 1,488,938 次年度へ繰り越し 

合 計 1,488,988 1,488,938
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＜第 ６ 号議案＞ 

芦屋市自治会連合会規約

（名称及び所在） 

第１条 本会は市内に住居また事務所を有する者が結成する自治会、町内会、管理組合等で

構成し、芦屋市自治会連合会（以下「自治連」という。）と称し、事務所を芦屋市業平

町６番１９号におく。 

（組 織） 

第２条 本会は、市内各地区の町内自治組織（以下「組織」という。）をもって構成する。 

２ 近隣の組織はブロック会を設け連携して活動を活性化する。 

 （町内自治組織） 

第３条 この組織は近隣共助の精神に基づき、市民が日常生活上で繋がりを持つ一定の町内

に居住、または事務所を有する者で構成される。 

２ この組織は同一区域1組織とし、重複した複数の組織の届出は受理しない。 

３ 組織の会員は同時に自治連会員の資格を持つ。組織の会員をもって自治連会員とする。 

 （目 的） 

第４条 本会は、市民の連帯意識の育成・各地区の環境整備及び改善・福祉の増進及び各組

織相互の連絡並びに振興を図ることを目的とする。 

２ 会員の要請を受け、行政に陳情し市民によるまちづくりを担う。 

 （事 業） 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。 

(1) 組織の育成と向上発展 

(2) ブロック会及び専門委員会の行う事業及び事務の連絡調整 

(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見の交換 

(4) その他、目的達成に必要な事項 

(5) 会員の総意を行政と議会に届け３者が協働して安全・安心で明るく健康的なまちづく

りを進める。 

２ 本会は特定の思想、信条、政党、宗教等に偏らない市民団体であり、行政、議会と協調、

協働して芦屋のまちづくりを進める。 

 （役 員） 

第６条 本会に、次の役員をおく。 

  会 長 １名、 副会長 ３名以内、 理 事 ブロック会代表、 会 計 １名、 

 書 記 １名、 監 査 ２名、 幹 事 若干名（会員公募）、 １日役員 随時  

第７条 役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。 

(1) 理事は、各ブロックから２名以内を選出し、総会において承認する。 

(2) 会長は理事の中から選出し、総会において承認を得る。 

(3) 会長の選出は、自薦他薦を問わず立候補者から理事会多数決により選出し、総会で承

認を得る。立候補者は、理念方針書を添え立候補届を会長の改選を行う年の３月１日

から３月３１日までの期間に事務局に提出する。

会長は市が関係する他の団体会長との兼任は認めない。 

(4) 副会長・会計・書記は、会長が委嘱する。 

(5) 監査は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 

(6) 幹事若干名を公募により選出し理事会の議を経て承認を得る。 

(7) 会員は、一日役員届を事務局に提出し定例役員会に出席できる。 

(8) 役員の任期は２年（幹事は現役員の任期まで）とし、再任はさまたげない。理事に欠

員が生じた場合は、ブロック会の推薦により適宜補充することができる。 

ただし、欠員補充者の在任期間は、前任者の残任期間とする。 

なお、任期満了後といえども、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 
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(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を筆頭副会長が代行する。 

(3) 理事は、理事会を構成する。 

(4) 会計は、会の会計を行う。 

(5) 書記は、会議議事録を作成する。 

(6) 監査は、会の会計を監査する。 

(7) 幹事は本会運営に参画する。 

（顧問） 

第９条 本会は顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 

３ 顧問は、本会の会議に出席し、意見を述べることができる。 

 （会 議） 

第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会、理事会並び定例役員会とし、会長が招集する。 

第11条 通常総会は、年１回とする。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、組織の３分 

  の１以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができる。 

２ 総会は、本会の最高機関であって、自治会連合会会員をもって構成する。 

３ 総会は、次の事項について議決する。 

(1) 毎年度収支予算並びに決算に関すること 

(2) 会則の改正並びに役員の選出に関すること 

(3) 事業報告並びに事業計画に関すること 

(4) その他本会の運営に関し、重要な事項 

４ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

５ 総会の議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長が採決する。 

第12条 理事会は、重要な会務の企画及び執行にあたり、会長が必要に応じて招集する。 

  ただし、理事の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。 

２ 理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のと 

  きは、会長が採決する。 

第13条 定例役員会は、会長、副会長、書記、会計、監査、幹事及び１日役員で構成し、会

長が必要に応じて召集する。 

２ 定例役員会は、自治連の運営等の企画及び執行に関して協議・調整する。 

 （専門委員会） 

第14条 本会の目的達成のため特別な活動を行う必要があるときは、専門委員会、分科会を

設けることができる。 

２ 専門委員会及び分科会の設置、廃止、構成員並びに運営については、その都度理事会の

議を経て会長が決める。 

３ 行政等の依頼による委嘱委員の推薦は、公募による適任者選出とする。なお、原則とし

て委員の兼任は認めない。ただし、指名依頼はこの限りではない。 

（経 理） 

第15条 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金をもってこれにあてる。 

２ 会費は、各組織（年額）３、０００円とし、一般会計収入とし運営費に充当する。ただ

し、特別事業等を行う場合は、理事会の承認を得て臨時徴収を行うことができる。 

３ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

第16条 この規約に関し必要な細則は、理事会の議を経てこれを設ける。 

  付 則 

 この会則は、昭和４８年 ７月 ９日から実施する。    

昭和５０年 ７月 ９日改正 

昭和５１年 ７月１８日改正 

昭和５３年 ５月１７日改正 
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昭和５４年 ７月 ９日改正 

昭和５７年 ６月 ４日改正 

昭和６２年 ５月２５日改正 

平成 ２年 ６月１１日改正 

平成 ５年 ６月 ７日改正 

平成 ７年１２月１８日改正 

平成１２年 ７月 ５日改正 

平成１４年 ７月１２日改正 

平成１５年 ７月１８日改正 

平成１６年 ７月１２日改正 

平成２３年 ６月２７日改正 

平成２７年 ６月２７日改正 

平成３０年 ６月２５日改正 

令和 元年 ６月２８日改正 

令和 ３年 ７月３１日改正 



- 19 - 

芦屋市自治会連合会内規

 （趣 旨） 

第１条 この内規は、芦屋市自治会連合会規約各条項に定められた事項にもとづき、必要な 

  事項及びブロック会の運営に必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第２条 ブロック会は、一定の地域内にある町内自治組織（以下「組織」という。）をもっ 

て構成する。 

２ 別表１のとおり市内を１０ブロックに分け、それぞれにブロック会をおく。 

  ただし、ブロック会は会員の要請により理事会の承認を得て再編できる。 

第３条 ブロック会は、規約第４条の目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 組織の育成と向上発展  

(2) 組織の行う事業及び事務の連絡調整 

(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見の交換 

(4) 各ブロック会相互間の連携 

(5) 会員の意見を集約した分科会のテーマを審議し理事会に送る。 

(6) その他、目的達成に必要な事項 

 （役 員） 

第４条 ブロック会には、次の役員をおく。 

  代表幹事 １名、幹事 若干名  

第５条 ブロック会の代表幹事及び幹事は、自治連の理事に就任する。 

２ 理事会は理事が事務局に代理出席を連絡することで代理出席者に権限移譲できる。 

 （会 議） 

第６条 幹事会は、会務の企画及び執行にあたる。 

 （経 理） 

第７条 ブロック会の経費は、自治連が一部を助成する。 

第８条 この内規に定めなき事項に関しては、規約を準用するものとする。 

  付 則 

 この内規は、昭和４８年 ７月 ９日から実施する。 

昭和５２年 ８月１１日改正 

昭和５８年 ５月１６日改正 

平成 ２年 ６月１１日改正 

平成１１年 ７月１２日改正 

平成３０年 ６月２５日改正 
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令和４年度 芦屋市自治会連合会 ブロック会一覧表（令和４年７月１日現在）

ブロック 町内自治組織  ブロック 町内自治組織 

1 

 西山町自治会 

7 

 平田町自治会 

 山芦屋町自治会  浜芦屋町自治会 

 三条町自治会  松浜町自治会 

 三条町いぬい会  松浜ハイツ管理組合 

 月若町内会  竹園町自治会 

 西芦屋町町内会  呉川町町内会 

 三条南町自治会  伊勢町自治会 

2Ａ 
 奥池町自治会 

8 

 西蔵町自治会 

 芦屋ハイランド自治会  浜町自治会 

2Ｂ 

朝日プラザ芦屋山手１番館自治会  南宮町自治会 

 東山町自治会  東南会 

 山手町町内会 

9Ａ 

 浜風(３)住宅団地管理組合 

 東芦屋町自治会  浜風四住宅管理組合 

2Ｃ 

 松ノ内町会  浜風第五住宅管理組合 

 船戸町自治会  浜風町１街区自治会 

 大原町自治会  浜風南自治会 

 ラポルテ東館住宅自治会  アステム芦屋Ｃ棟管理組合 

4 

 六麓荘町町内会  アステム芦屋Ｄ棟自治会 

 朝日ヶ丘町自治会  高浜２番自治会 

 岩園町自治会  芦屋高浜松韻の街自治会 

 翠ヶ丘町自治会  高浜公社住民自治会 

 親王塚町会  高浜町八街区自治会 

 楠町自治会  芦屋浜第一住宅自治会 

5 

 春日町自治会 高浜町１番住宅自治会 

 打出小槌町自治会  新浜住宅管理組合 

 若宮町自治会 

9Ｂ 

 アステム芦屋ＡＢ棟管理組合 

 打出町自治会  若葉町公社住宅自治会 

6Ａ 

 業平町自治会  芦屋浜第二住宅管理組合 

 公光町自治会  若葉町七番自治会 

 茶屋之町自治会  緑(１)住宅管理組合 

 大桝町自治会  芦屋緑(２)住宅管理組合 

 宮塚町自治会  緑(４)住宅管理組合 

 精道町自治会  緑町西地区自治会 

 宮川町自治会  潮見町南地区自治会 

6Ｂ 

 清水町自治会 

10 

 市営南芦屋浜団地自治会 

 前田町自治会 エスリード芦屋陽光町管理組合 

 津知町自治会  陽光町６番自治会

 川西町自治会  海洋町１街区自治会 

 平田北町自治会  南浜町１街区自治会 

 芦屋海岸通自治会 

マリナージュ芦屋管理組合

 涼風町自治会 

合計 81 団体







芦屋市自治会連合会 
事務局 

〒659-850１ 芦屋市精道町７番６号 

芦屋市企画部市民参画・協働推進室内 

ＴＥＬ 0797-38-2007 

               FAX 0797-38-2004 


